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１．番号制度の概要
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1-１．法律の概要

097事務
119事務



5

個人番号

一指定及び通知（第七条関係）

１ 市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）は、住民基本台帳法の規定

により住民票に住民票コードを記載したときは、二の２により機構から通
知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その
者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならないもの
とすること。
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二個人番号とすべき番号の生成（第八条関係）

１ 市町村長は、一の１又は２により個人番号を指定するときは、あらかじめ
機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票
コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
すること。

２ 機構は、１により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められ
たときは、次の要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長
に対し、通知するものとすること。

（一）他のいずれの個人番号（一の２の従前の個人番号を含む。）とも異なる
こと。

（二）１の住民票コードを変換して得られるものであること。

（三）（二）の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない
こと。

－＞ 乱数処理
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利用範囲（第九条関係）

別表１市町村など
２７事務.xls

三 利用範囲（第九条関係）

１ 別表第一の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関し

て保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、
及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができるもの
とすること。

２ 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他

の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務
であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイ
ルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限

別表１
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本人の確認

（提供の要求）
第十四条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するため
に必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号
の提供を求めることができる。
２ 個人番号利用事務実施者（政令で定めるものに限る。第十九条第四号にお
いて同じ。）は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民
基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機
構保存本人確認情報（同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をい
う。第十九条第四号及び第六十七条において同じ。）の提供を求めることがで
きる。
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個人番号カード

一個人番号カードの交付等（第十七条関係）
１ 市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その

者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとすること。
２ 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法に規定する 初の転

入届をする場合には、当該 初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町
村長に提出しなければならないものとすること。

３ ２の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カード
について、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確
保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならないものとすること。

４ ２の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に
変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地
市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならないも
のとすること。

５ 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを紛失したときは、直ち
に、その旨を住所地市町村長に届け出なければならないものとすること。

６ 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合等には、その効力を失うものと
すること。

７ 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了
した場合等には、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければなら
ないものとすること。
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二 個人番号カードの利用（第十八条関係）
１ 個人番号カードは、第二の九による本人確認の措置において利用するほ

か、次の（一）又は（二）に掲げる者が、条例（（二） の場合にあっては、政
令）で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録され
た部分と区分された部分に、（一）又は（二）に定める事務を処理するた
めに必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができるもの
とし、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止そ
の他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして総務大臣
が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならないもの
とすること。

（一）市町村の機関地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定
める事務

（二）特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関等であって政令で
定めるもの当該事務
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一 特定個人情報の提供の制限等

１ 特定個人情報の提供の制限（第十九条関係）

何人も、次のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならないものと

すること。

（一）個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若し
くはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき。

（二）個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人
情報を提供するとき（（十） の場合を除く。）。

（三）本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む
特定個人情報を提供するとき。

（四）機構が第二の七の２により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供す
るとき。

（五）特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の
承継に伴い特定個人情報を提供するとき。

（六）住民基本台帳法の規定により特定個人情報を提供するとき。

（七）別表第二の第一欄に掲げる者（以下「情報照会者」という。）が、政令で定めるところにより、
同表の第三欄に掲げる者（以下「情報提供者」という。）に対し、同表の第二欄に掲げる事
務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合にお
いて、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提
供するとき。

別表第２の事務.x
lsx

特定個人情報の提供
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（八）国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若
しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八
条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法
又は国税（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第一号に規定する国税をいう。以下同
じ。）に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該
特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

（九）地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処
理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。

(十)社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替機関等が社債等の発行者又は他の振替機関等に対
し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、
社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、社債等の振替を行うための口座の開設
を受ける者が、第二の三の３の書面に記載されるべき個人番号として、当該口座を開設する振替機関等
に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保
するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

（十一）第六の二の３により求められた特定個人情報を特定個人情報保護委員会に提供するとき。

（十二）各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法若しくは議院における証人の宣誓
及び証言等に関する法律の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、
裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の
検査（第六の二の４において「各議院審査等」という。）が行われるとき、その他政令で定める公益上の必
要があるとき。

（十三）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の
同意を得ることが困難であるとき。

（十四）その他これらに準ずるものとして特定個人情報保護委員会規則で定めるとき。

追加＆
削除
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二 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供

１ 情報提供ネットワークシステム（第二十一条関係）

総務大臣は、特定個人情報保護委員会と協議して、情報提供ネットワーク
システムを設置し、及び管理するとともに、情報照会者から一の１の（七）
により特定個人情報の提供の求めがあったときは、情報提供ネットワー
クシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求め
があった旨を通知しなければならないものとすること。

２ 特定個人情報の提供（第二十二条関係）

（一）情報提供者は、一の１の（七）により特定個人情報の提供を求められた
場合において、当該提供の求めについて１による総務大臣からの通知を
受けたときは、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければ
ならないものとすること。

（二）（一）による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の
規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が
義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなすもの
とすること。
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番号制度における個人情報の管理の方法について

符号Ａx

ＩＤx

（ＩＤx＋
識別子
Ｂ）

符号Ｂx

住基ＣＤを
乱数処理にて
個人番号x生成

住基ＣＤを
可逆暗号処理にて

ＩＤxを生成

識別子Ｂ＋ＩＤ を
可逆暗号処理にて
符号Ｂxを生成
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３ 情報提供等の記録（第二十三条関係）

（一）情報照会者及び情報提供者は、一の１の（七）により特定個人情報の
提供の求め又は提供があったときは、情報照会者及び情報提供者の名
称等を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電
子計算機に記録し、当該記録を保存しなければならないものとすること。

（二）総務大臣は、一の１の（七）により特定個人情報の提供の求め又は提
供があったときは、（一）で記録される事項と同様の事項を情報提供ネッ
トワークシステムに記録し、当該記録を保存しなければならないものとす
ること。
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特定個人情報の保護

一 特定個人情報保護評価

１ 特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針（第二十六条関係）

特定個人情報保護委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、
特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報の漏えいその
他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価（以下「特定個人情報保護
評価」という。）を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定
個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針（以下「指針」
という。）を作成し、公表するとともに、個人情報の保護に関する技術の進歩
及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、
必要があると認めるときは、これを変更するものとすること。

＊内閣府：特定個人情報保護評価指針

http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/pia/pia.html
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２ 特定個人情報保護評価（第二十七条関係）

（一）行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定
個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護委員会規則で定めるとこ
ろにより、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数その他の事項
を評価した結果を記載した書面（以下「評価書」という。）を公示し、広く国民の意
見を求めるとともに、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、得ら
れた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書
に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて特定個人情報保護委員
会の承認を受けるものとすること。

（二）特定個人情報保護委員会は、評価書の内容、第六の二の３により得た情報そ
の他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取
扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、（一）の承認をしてはな
らないものとすること。

（三）行政機関の長等は、（一）により評価書について承認を受けたときは、速やかに
当該評価書を公表するものとすること。

（四）（三）により評価書が公表されたときは、二の１の（一）により読み替えて適用す
る行政機関個人情報保護法の規定による通知があったものとみなすものとする
こと。

（五）行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記
録された情報を第四の一の１の（七）により提供し、又は当該特定個人情報ファイ
ルに記録されることとなる情報の提供を求めてはならないものとすること。
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特定個人情報保護評価
２７条 「評価書」
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二 行政機関個人情報保護法等の特例等
１ 行政機関個人情報保護法等の特例（第二十九条及び第三十条関係）

（一）行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報並びに第四の
二の３の（一）の記録に関し、行政機関個人情報保護法の規定の適用に
ついて、利用及び提供の制限、開示請求等に係る特例を定めるものとす
ること。

（二）独立行政法人等が保有する特定個人情報並びに第四の二の３の（一）
の記録に関し、独立行政法人等個人情報保護法の規定の適用について、
利用及び提供の制限、開示請求等に係る特例を定めるものとすること。

（三）個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者が保有する特定個人
情報に関し個人情報保護法の規定の適用について、取扱いの制限等に
係る特例を定めるものとすること。

（四）総務省が保有し、又は保有しようとする第四の二の３の（二）の記録に
関し、行政機関個人情報保護法の規定の適用について、開示請求等に
係る特例を定めるものとすること。

（五）行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以
外の者が保有する第四の二の３の（一）の記録について、独立行政法人
等個人情報保護法の保有個人情報の開示請求等の規定を準用するも
のとすること。
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２ 地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護（第三十一条関係）

地方公共団体は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報
保護法、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独
立行政法人等及び個人番号取扱事業者が講ずることとされている措置
の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政
法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該
地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定
個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施する
ために必要な措置を講ずるものとすること。
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個人情報保護条例等の改正

○個人情報保護条例等において、
・外部ネットワークとの接続禁止
・庁外への情報提供の制限
・庁内での情報利用の制限
・任意代理人の制限等

がある場合、条例または施行規則等を改正する必要性が考えられる。

○１９条７項による情報提供は、２３条にて情報提供記録が義務付けら
れる。

二 行政機関個人情報保護法等の特例等
１ 行政機関個人情報保護法等の特例（第二十九条及び第三十条関係）

・・・ 利用及び提供の制限、開示請求等に係る特例を定める
２ 地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護（第三十一条関係）

・・・ 特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停
止を実施するために必要な措置を講ずるものとする

－＞ マイポータルにて実現！
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特定個人情報保護委員会

一組織
１ 設置（第三十六条関係）

内閣府設置法に基づいて、特定個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）を置
くものとし、委員会は、内閣総理大臣の所轄に属するものとすること。

２ 任務（第三十七条関係）
３ 所掌事務（第三十八条関係）
４ 職権行使の独立性（第三十九条関係）
５ 組織等（第四十条関係）
６ 任期等（第四十一条関係）
７ 身分保障（第四十二条関係）
８ 罷免（第四十三条関係）
９ 委員長（第四十四条関係）
10 秘密保持義務（第四十八条関係）

（以下略）
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法人番号

一 通知等（第五十八条関係）

１ 国税庁長官は、法人等に対して法人番号を指定し、これを当該法人等に
通知するものとすること。

２ 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、

その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地等を国税
庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができるものとすること。

３ ２による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったときは、当

該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならないものとする
こと。

４ 国税庁長官は、１又は２により法人番号の指定を受けた者（以下「法人番

号保有者」という。）の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地
及び法人番号を公表するものとすること。
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雑則

一 指定都市の特例（第六十二条関係）

二 事務の区分（第六十三条関係）

第二の一の１及び２、第二の二の１、第三の一の１及び３等により市町村
が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第一号法定
受託事務とするものとすること。

三 権限又は事務の委任（第六十四条関係）

四 主務省令（第六十五条関係）

五 政令への委任（第六十六条関係）

（以下略）
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罰則

罰則（第六十七条から第七十七条関係）

個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者等であって、正当
な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事
項が記録された特定個人情報ファイルを提供した者に対する罰則等、こ
の法律の規定に違反する行為を行った者等に対する所要の罰則を設け
るものとすること。
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施行期日等
一 施行期日（附則第一条関係）

二 準備行為（附則第二条関係）

三 経過措置（附則第三条から第五条まで関係）

四 検討等（附則第六条関係）

１ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネ
ットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供
に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすること ・・・

４ 政府は、第二の七の１の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確
認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

５ 政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム（総務大臣の使用に係る電子計算機と
第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定
により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣が
その者に対して行政機関個人情報保護法第十八条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものを
いう。以下この項及び次項において同じ。）を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示
システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。

６ 政府は、情報提供等記録開示システム（マイポータル）の設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民
間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して、法律又は条例の規定による個人情報
の開示に関する手続又はその他の行為等を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示
システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認
するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要
の措置を講ずるものとすること。

７ 政府は、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。）の
施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個
人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制
の整備を検討するものとする。

追加
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検討等（附則第六条関係）

四 検討等（附則第六条関係）
１ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号

の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大
すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用す
ることができるようにすること ・・・

４ 政府は、第二の七の１の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をす
る者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡
充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 ・・・ 本人確認の多様化

５ 政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム（マイポータ
ル）（総務大臣の使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録され
た特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた
行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子
計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請
求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第十八条の規定によ
る通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同
じ。）を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利
用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとす
る。

６ 政府は、情報提供等記録開示システム（マイポータル）の設置後、適時に、国民の利便性の
向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを
利用して、法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続又はその他の行為等
を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気
通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であるこ
とを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討
を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

９条別表１、
１９条７項別表２の拡大

それ以外の情報提供を可

マイポータル ４つの機能
自己情報のログ確認
民間からの情報提供



31

1-２．番号制度の新たな期待

番号法、附則６条

民間の行政手続き （略）
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番号法、附則６条

○附則６条関連

１ １．９条（別表１） ９３事務を拡大

ー＞ 法務省（登記所）、国交省（陸運事務所）、軽自車検協会など

２．１９条７項（別表２） １１５事務を拡大

ー＞ 外務省（パスポート）、警察署（免許証）など

３．民間活用（特定個人情報以外の活用）

ー＞ 金融機関（利子所得）、保険会社（保険金支払証明）、証券会社（配当所
得など）など

４ ４．本人確認（１４条）の手段多様化 免許証・パスポートと「個人番号」確認

５ ５．マイポータル 提供情報の記録（ログ）確認の簡素化

ー＞ 自己情報開示請求手続きと通知手続きの簡素化

６ ６．マイポータル 自己情報に民間情報を追加

ー＞ 生保・損保会社の保険金支払証明情報など

７．一回の届け出

７ ８．給付付き税額控除の検討

ー＞ 市区町村住民税との連携、分離課税所得の把握が必要
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内閣官房 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/riyourei.pdf
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２．地方自治体の情報化の歴史

１．情報化の半世紀

２．情報通信の歴史

３．自治体クラウド

４．情報システム高度化に伴う課題
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2-１．地方自治体 情報化の半世紀
・第1期

1960～1990年 ： プロセスの情報化（基幹系システム） ・・・ 委託運用多数
汎用機・オフコン型 －＞ 集中／単独

1989年（昭和63年）－＞ 自己導入運用団体 ＞ 委託運用団体
・第2期

1991～2000年 ： 内部の情報共有化（内部系システム）
ＣＳ型 －＞ 分散／単独

・第3期
2001～ ： 新たなＢＰＲ（プロセス改革）

： 外部との情報共有化（ナレッジ改革）
： 新たな行政手続きサービス（サービス改革）

Ｗｅｂ型 －＞ 分散／共有
： ＡＳＰ/ＳａａＳ、共同委託団体増加傾向へ

2001～2005年 ： 「e-Japan戦略」
2006～2010年 ： 「IT新改革戦略」、「Ｗｅｂ2.0」
2010～ ： 「新ICT戦略」

・第4期
2008～ ： クラウドコンピューティング
2010～ ： 自治体クラウド

クラウド型 －＞ 集中／共有
2016～ ： 番号法施行
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自動化

・高速化
・省人化・無人化
・低コスト化

情報共有

・情報の交換と共有
ー迅速化
ー生産性向上
ー効果向上

システム化

・高付加価値化
・迅速化
・省力化
・低コスト化

ナレッジマネージメント

・知的資産の収集・蓄積・再利用
・知識共有と組織的活用

ー創造性向上
ービジネス拡大

データ

情 報

知 識

システム化の進展

処 理

情

報

人の役割

システムの役割

定性的

定量的

複 雑
高度化

単 純1960年～

⇒ プロセス効率
化

1990年～
⇒ 情報共有化

2001年～
⇒ サービス効率化

2010年～
⇒ コスト効率化
自治体クラウド
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2-２．情報通信の歴史

・1960年～ 汎用機（メインフレーム）時代
集中運用管理
タイムシェアリング ・・・ 仮想化！？
昭和40年代～ ・・・ 計算センター多数設立！

＜３つの課題/目的＞
1.コスト効果
2.リテラシー対応
3.情報の集中化と共有化

・1980年～ ＰＣの時代
クライアントサーバ
分散運用管理

・1995年のエポック
1.Windows95 －＞ TCP/IP通信のダイアルアップ機能がバンドル
2.サンマイクロシステムズ －＞ Java

・1989（1993）年～ インターネット新時代
1.Ｗｅｂとブラウザ
2.ブロードバンドの普及

・2005年
「Ｗｅｂ２．０」 －＞ 消費者向け無料サービス

・2008～ クラウド時代
「パブリッククラウド」 －＞ 企業向け有償サービス
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2-3．自治体クラウド

１．基幹系業務

２．内部系業務

３．情報系業務

４．フロント系行政サービス

５．開発・テスト系、一時的業務系
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自治体業務とクラウドコンピューティン
グ
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1.基幹系業務

－＞ プライベートクラウド
－＞ 国内ＩＤＣ！

Ø 処理形態
1.オンライン処理 自治体クラウド（オンデマンド）：ＩＤＣ

－＞ 国内ＩＤＣ何処でも可能（狭義の自治体クラウド）

2.バッチ処理 大量紙出力処理が存在
－＞ 車で１～２時間以内のＤＣ

3.後方事務処理 ＢＰＯ：地域（ローカル）ＩＤＣ
－＞ 車で１～２時間以内のＤＣ

4.バックアップ処理 ＢＣＭ：他地域ＩＤＣ
－＞ ＢＣＭ：他地域ＤＣ
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2.内部系業務

－＞ パブリッククラウド、プライベートクラウドどちらも可能
－＞ 国内外ＩＤＣ どちらでも可能

Ø 庁内ポータル（職員ポータル）
1.庶務事務
2.人事・給与

3.文書管理
－＞ フロント系サービス －＞ 電子公開（情報公開サービス）

非開示文書は？
4.財務会計

－＞ フロント系サービス －＞ 電子広報・提供
予算・決算＆健全化比率など
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3.情報系業務

－＞ パブリッククラウド、プライベートクラウドどちらも可能
－＞ 国内外ＩＤＣ どちらでも可能

Ø 庁内ポータル
1.職員ポータル

－＞ 内部系業務と連携

2.市民ポータル
－＞ フロント系行政サービスと連携
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パブリッククラウドに移行可能な
アプリケーション

１．電子メール Ｇｍａｉｌ、ＷｉｎｄｏｗｓＬｉｖｅＭａｉｌ

２．オフィスアプリケーション ＧｏｏｇｌｅＡｐｐｓ、ＷｉｎｄｏｗｓＬｉｖ
ｅ

３．Ｗｅｂホスティング ＡｍａｚｏｎＷｅｂＳｅｒｖｉｃｅｓ（ＡＷＳ
）

（Ｓ３・ｓＤＢ・ＥＣ２）

４．動画ホスティング Ｕｓｔｒｅａｍ、ＹｏｕＴｕｂｅ

５．遠隔会議 Ｖ-ＣＵＢＥ

６．ＣＲＭ ＳａｌｅｓｆｏｒｃｅＣＲＭ

７．開発テスト環境 ＧｏｏｇｌｅＡｐｐＥｎｇｉｎｅ（ＧＡＥ）、
Ｆｏｒｃｅ．ｃｏｍ、Ａｚｕｒｅ

８．その他（ＳＮＳ、共有など） Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＭｙＳｐａｃｅ、
Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｓｋｙｐｅ、
Ｄｒｏｐｂｏｘ、Ｅｖｅｒｎｏｔｅ
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電子自治体とは、“さまざまな「デバイス」から「行政サービス」を受けられる”・・・フロント系サービス・・・の
ことを言います。

行政サービスとは、以下の「顧客戦略（ＣＲＭ）サービス」、「パートナー戦略サービス」そして「商品戦略サ
ービス」を言います。

・顧客戦略（ＣＲＭ）サービス
1,電子申請
2.電子納付（収納）
3.電子交付 －＞ コンビニ交付サービス
4.電子申告
5.電子入札（調達）
6.電子予約（図書館・施設）

・パートナー戦略サービス
7.電子広報・提供
8.電子公開 －＞ 情報公開の電子化！
9.電子公聴・相談

・商品戦略サービス
1,公文書のデジタル化という商品
2.行政サービスという商品

など。

この中で、電子申請、電子納付、電子交付の３つのサービスは、基幹系業務システムと密接に関係し且つ
セットのサービスとなることが多い。

4.フロント系行政サービス
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5.開発・テスト系、一時的業務系

Ø 開発・テスト系
1.パブリッククラウド、プライベートクラウド どちらも可能
2.ＰａａＳ Amazon Web Services（AWS）

Microsoft Windows Azure
3.国内外ＩＤＣ どちらでも可能

Ø 一時的業務系
1.パブリッククラウド、プライベートクラウド どちらも可能
2.ＳａａＳ salesforce CRM
3.国内外ＩＤＣ どちらでも可能（但し個人情報に係る業務は？）
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自治体クラウドと共同化

電⼦⾃治体の取組みを加速するための１

ＩＴ革命に対応した地方公共団体における情報化施策などにおける推
進に関する指針（2000年9月）

～

電子自治体の取組みを加速するための１０の指針
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ＩＴ革命に対応した地方公共団体に
おける情報化施策などにおける推
進に関する指針（2000年9月）
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「e-Japan」から「IT新改革」戦略

Ø ＩＴ戦略本部
１．ｅ－Ｊａｐａｎ戦略（2001年度～）
２．ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ（2003年度～）
３．ＩＴ新改革戦略（2006年度～）
４．ｉＪａｐａｎ２０１５戦略（2009年度～）

（民主党）
５．新ＩＣＴ戦略（2010年度～）

Ø 電子政府
１．電子政府構築計画（2003年度～）

Ø 電子自治体
１．ＩＴ革命に対応した地方公共団体における情報化施策などにおけ
る推進に関する指針（2000年9月）
２．電子自治体推進指針（2003年度～）
３．新電子自治体推進指針（2007年度～）
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2-4．情報システムの高度化に伴う課題

1.システムコストの増大 －＞ ＩＣＴ調達の適正化と

クラウド（共同）化

2.リテラシー要求の高度化 －＞ ＩＣＴ人材育成の限界

3.情報セキュリティへの要請 －＞ 内部統制／ＩＴ統制など社会的要請
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ＩＴ人材、３つの人材像と９つの人材類型

人材像 人材類型 求められる役割等 スキル・手法 ISO

Ⅰ基本戦
略系

：各種課題
のＩＴによる
解決のた
め基本戦
略の立案

ａ マーケッタ 市場の動向を予測・分析し、ビジネス戦略を企画立案

すると共に、課題解決のためのソリューションを提案

する。

モデリング

UML

ｂ１ ビジネスモデル・ストラジス
ト

経営戦略に基づいたＩＴを活用した戦略を提案・策定

すると共に、それに伴う経営上のリスクや投資効果を

明確にし、経営層に対し説明を行う。

EA

ｂ２ 業務プロセス・ストラジスト 特定業務プロセスの 適化を実施。 EA

Ⅱソリュー
ション系

：情報シス
テムの設
計・開発、
信頼･生産
性の高い
運営を総
括

ｃ システムアーキテクト ＩＴ戦略を受け、ソリューションを構成する。

ｄ プロジェクトマネージャー プロジェクト計画の作成、必要となる要員や資源を確

保し、予算、納期、要求品質について責任をもって遂

行する。

PMBOK
WBS、EVM

ｅ テクニカルスペシャリスト 求められるシステムのネットワークやデータベース、
セ

キュリティ等の技術を活用し、 適なシステム基盤の

構築やアプリケーションの設計・構築を行う。

ISO
27000

ｆ 品質マネージャー 構築されたシステムについて、求められている機能要

件、非機能要件、信頼性、安定性についての品質確

認を行う。

SLM/SLA ISO
9000

ｇ ＩＴサービスマネージャー 構築されたシステムについて、安定稼働を確保し、障

害発生時においては被害の 小化を図る等、安全性

と信頼性の高いサービスの提供を行う。

ITSM/ITIL ISO
20000

Ⅲクリエー
ション系

ｈ クリエータ

ｉ その他（教育）

（略）

ｅ-ラーニング

Ⅳその他 ＊ 調達系

＊ 管理系

総合評価一般競争入札、RFP（要求仕様書）など EA・UML
PMBOK
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ITガバナンス＆情報セキュリティガバナンス
そして日本版SOX法（自治体版SOX法）

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
経
済
的
利
害
関
係
者
）

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
バ
ナ
ン
ス

EMS
ISO14001

QMS
ISO9001

ITSMS
ISO20001

ITサービス
マネージメント

個人情報保護
マネージメント

PMS
JIS15001

個人の権利

財務報告に係る内部統制

日本版SOX法/自治体版SOX法

全社的内部統制

IT統制（COBIT）

・業務統制

・全般統制

完全性

個人情報保護法

機密性

情報セキュリティマネージメント

可用性

事業継続管理

（情報公開法）

ISMS
ISO27001

C
S

R

的
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
社
会
的
利
害
関
係
者
）

Ｉ
Ｔ
ガ
バ
ナ
ン
ス

内部統制
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３．番号法の実施へ向けて

１．ＷＢＳ（大日程）から見える地方自治体の課題

２．2015年問題

３．個人情報保護対策とＰＩＡ

４．財政課題

５．その他
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地方自治体のスケジュール
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３-１．ＷＢＳ（大日程）から見える
地方自治体の課題

１．別表１＆別表２ 対象事務の調査実施者不足

２．4ヵ年のプロジェクトマネージメント実施者不足

３．特定個人情報保護対策 ＰＩＡ実施者不足

４．財政課題 予算不足とＩＣＴ調達支援者不足

５．その他
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ＷＢＳ（大日程）4ヵ年計画
（平成26年02月時）

番号制度ＷＢＳ案
平成26年度以降.x
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平成26 年度作業は？

・ＰＭは誰が担当 ・・・ 自治体とベンダーの役割分担

・ＷＢＳ作成

・ＰＩＡ実施

・システム改修など



57

１．体制づくり
１．担当課決定 ・・・ （平成26年04月～05月）

行政改革部門、情報政策部門、市民（窓口）部門、税務部門、保健・
福祉・介護部門、他

２．プロジェクト設置 ・・・ （平成26年04月～05月）
１．影響度調査・検討 ・・・ （平成26年05月～平成26年08月）

１．９条（別表１）＋９条２項（個別条例事務）、
２．１９条７項（別表２）

２．新組織、ＰＭＯ設置
３．全体スケジュール（平成26年度～平成29年度）

１．ＷＢＳ作成（大日程） ・・・ （平成26年05月～06月）
２．工数概算
３．予算概算

４．平成26年度スケジュール ・・・ （平成26年05月～06月）
（以下 ・・・ 毎年度更新！）

１．ＷＢＳ作成（中日程）
２．工数見積り
３．コスト見積り －＞ 予算案（平成26年07月～08月） 9月補正？
４．ＩＣＴ調達計画案 ・・・ （平成26年08月～平成26年09月）10月調達？
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２．制度・条例など改正と新規作成（平成26年度）
１．個人情報保護条例改正
２．情報公開条例、行政手続き条例など改正
３．情報セキュリティポリシーなど修正
４．（９条２項）個別条例など改正
５．その他文書管理規定、マニュアルなど修正

＜新規作成＞
＊特定個人情報保護審査委員会の設置（ＩＣＴ有識者含む）
６．「評価書」作成 ・・・ （平成26年06月～09月）

－＞ 情報システム改修＆開発
７．その他課題
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３．情報システムの改修と新規開発

＊ＰＭＯ設置（平成26年08月～）

１．改修仕様の確認と移行作業確認（平成26年09月～）

・平成26年07月～09月

１．ＰＭＯ設置

２．情報システム改修方法の確認と移行作業の確認
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・平成26年10月～
＊情報システム改修計画
１．住基システム ～平成27年09月

住民コード（利用者（宛名）コード）と「符号」の関連付け
（「変換ＤＢ」 ー＞ 共通基盤）

１．住基システム異動処理（第１次）
「番号」取得、入力系・検索系・出力系（住民票など）

２．住基システム異動処理（第２次）
「符号」取得、入力系 ー＞ 「符号」との関連付け

３．ＪＬＩＳとの連携テスト （平成27年04月～09月）
２．税務システム ～平成27年12月

宛名システム ～平成27年12月
利用者（宛名）コードと「符号」の関連付け

１．住民登録外 「番号」＆「符号」取得
２．法人・事業所 「法人番号」＆「符号」取得
３．統合宛名ＤＢ

３．中間サーバ登録更新 ～平成28年06月
利用者（宛名）コードと「符号」の関連付け

１．提供情報のフォーマットの全国統一
２．文字コードの全国統一

４．連携運用テスト 平成28年07月～平成29年06月
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２．９条関連事務（別表１、個別条例事務） ＜－ 利用27事務（市区町村）
・・・ （平成26年10月～平成27年12月）
１．住基システム改修（第１次） ～平成27年03月

ＪＬＩＳとの連携テスト （平成27年04月～09月）
２．入力系・検索系・出力系システム改修

３．１９条７号（別表２）関連事務 ＜－ 提供72事務（市区町村）
・・・ （平成26年10月～平成27年12月）
１．住基システム改修（第２次）

１．関連付けＤＢ（「変換ＤＢ」）
２．第１次改修
３．第２次改修

１．異動処理
２．検索処理
３．中間サーバへの登録更新処理

２．税務・宛名システム改修
１．宛名システム －＞ （平成26年10月～平成27年12月）

１．住民登録外システム（データクレンジング作業含む。）
２．法人宛名システム
３．宛名システム改修と再生成

３．社会保障関係システム改修 －＞ （平成26年10月～平成27年12月）
４．中間サーバ登録更新システム開発 －＞ （平成28年07月～12月）
５．情報提供ＮＷＳとの連携テスト －＞ （平成28年07月～平成29年06月）



62

４．「マイポータル」へのプッシュ型情報登録更新 －＞ （平成28年04月～12月）

５．人事・給与システム ・・・ 平成28年01月～ 新システム稼動

１．異動処理 本人、配偶者、扶養親族に「番号」追加

行政への報告など

２．例月処理

３．年末調整処理 「番号」付記

４．法定調書（源泉徴収表・給与支払報告書など）

６．その他
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ＰＭＯ設置

１．マネージメントの可視化
責任者 責任者の可視化（CIO・CIO補佐官）
組織体制 役割分担の可視化、強化
調達プロセス 調達プロセスの可視化（ライフサイクルとして）

２．仕組み（企画・設計）の可視化
・・・ （略）

３．開発の可視化
WBS 工程の可視化
EVM 進捗の可視化
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地方自治体、プロマネの実践

 ＰＭＢＯＫ

 ９つの知識エリア

（５つのプロセス） 計 画 実行＆監視 リスク 契
約

（ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ&ｺﾝﾄﾛｰﾙ）

１．統合マネージメント ○

２．スコープマネージメント ○

３．タイムマネージメント ○ ○

４．コストマネージメント ○ ○

５．品質マネージメント ○ ○

６．人的資源マネージメント ○ （○）

７．コミュニケーションマネージメント○

８．リスクマネージメント ○ ○ ○

９．調達マネージメント ○
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計画プロセスの実施

１．目標

２．スコープ（対象範囲）

３．開発方法論と工数

４．見積りとリスク変更

５．ＷＢＳとスケジュール

６．文書化計画（コミュニケーション計画）

７．組織・要員計画

８．教育計画

計画プロセスと契約プロセスは、地方自治体の重要テーマです！
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３-2．2015年問題

・毎年の法改正

・ＳＥ不足

2兆円超の番号法ビジネスと７～８万人のＳＥ不足が予測！

ＩＴ技術者「2015年問題」 特需2.6兆円 開発へ８万人不足（日経 13/11/14）

http://www.nikkei.com/markets/company/news/news.aspx?scode=3742&ty
pe=2&bu=B8B6E5B793BAB1E0E2E3E6E2E0E0E29C968199969096
959996889DE4E0E7E6E7E6E3E2E3E1E3E3E0E2E3E18698E3E2E2
E28E969FE38EB6EAB7E1B6EBB6B4F2F2F2F2F2F2E3B4939F94BC
E38ABBA09CB8B3A0B38584E1FD989F96B0B9A6A8BBEB8A8B99
949F91E7B596AA85BDB6B3869CA6BEBB819FBCBAEBB182BE81
EA87B6E2BB8BB7888088B794B6A4BE9A84E6F9E0ABB9969899
9AE09EA084EAB1E2B0E4ABE2EBBEA59CA0A8BFB4EA94EAA0EB
98B0B89CB5AA87B8B09BA0EBBE979D96B08484A2FDA4A0A3B3
BAE7BDBF9DA7839F9EBE83E4A7E6A5E585BC9B81E4BE9E9CEBB
09AEB82A3B799A6B38888B1E1E5B780E3B498B99ABFB8979E8
583EFEF86B89FE2A3E08A83BCA7B5EF

・派遣法改正は、ＩＣＴ業界構造を直撃か！？
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番号法実施前のＩＣＴ問題

・2014年問題：
＊ＷｉｎｄｏｗｓＸＰのサポート終了（2014年04月）

＊平成26年度法改正
・子ども・子育て関連３法

H26秋に認定証の交付、H27.4全国システム稼働
・国民健康保険

高齢者証、高額療養費、課税限度額、軽減
・消費税８％の影響緩和（Ｈ2６年度から）簡素な給付、子育て世帯への臨
時特例給付

・年金生活者支援給付金（消費税10％）
市町村民税の賦課情報を提供（H27.4稼働）

・介護保険、障害者総合支援、農業構造改革等

・2015年問題：
＊番号法施行直前のＳＥ不足（～2015年09月）
＊消費税10％時の軽減税率適用＆インボイス対応でのＳＥ不足

（～2015年09月）
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３-3．個人情報保護対策とＰＩＡ

・番号法における個人情報保護の仕組み

・ＰＩＡ実施
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）
の実施方法

・認証とアクセス制御による対象人数の限定と関係者数の限定

・全項目評価の第三者点検
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しきい値評価実施フロー
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評価書の単位
業務システム毎に！
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３．特定個人情報の絞り込みと確認
・・・ 参考資料０１（ＸＬＳ） 「事前調査様式」
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４．業務システム毎のＤＢの洗い出し
・・・ 参考資料０２（ＸＬＳの左側） 「事前調査様式」

５．評価方式確定のための関係項目入力
・・・ 参考資料０２（ＸＬＳの右側） 「事前調査様式」
１．対象人数
２．関係者数
３．一年内の漏洩事故の有無

ー＞ 評価方式の決定

事前調査様式検討
1サンプル.xls
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「基礎項目（しきい値）評価書」

＜対象人数＞
Ｑ５．業務・システムが、統合宛名システムにアクセスし、宛名ファイルから
個人番号を参照できる場合、「対象人数」はどうなりますか。
Ａ５．宛名システムから個人番号を参照できる業務・システムについても、宛
名ファイルとして保有する全ての特定個人情報の人数が対象人数となるわ
けではなく、その業務・システムにおいて経常的に取り扱う全ての特定個人
情報ファイルに含まれる個人番号の数となります。
＜取扱者＞
Ｑ６． しきい値評価の「特定個人情報を取り扱う職員・外部委託先の人数」
にいう「取り扱う」とは、実際に取り扱っている人の数ですか。
Ａ６．特定個人情報を取り扱う職員・外部委託先の人数とは、実際に取り
扱っている人の数ではなく、特定個人情報にアクセスすることが可能な人の
ことです。
＜漏えい等の事故＞
Ｑ７．特定個人情報の「漏えい等の重大事故」の定義は何ですか。
Ａ７．故意による又は１０１人以上（職員以外）の特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損となります。ただし、配送事故や盗難などは除きます。
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対象人数の限定
認証とアクセス制御にて！

生保関係者
アクセス可

生保関係者
アクセス不可
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関係者の限定
認証とアクセス制御にて！

アクセス可

生保取扱関係者
アクセス不可
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６．基礎項目（しきい値）評価書

７．重点項目評価書

８．全項目評価書 －＞ 第三者点検！

９．審議会などの承認

10．市民への公表
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3-４．財政課題

・ＩＣＴ調達の適正化

総合評価一般競争入札 ・・・ 都道府県、政令市

（総合評価的）提案書（プロポーザル）方式入札 ・・・ 市町村

・クラウドサービスの調達とＳＬＡ
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2014年度以降の番号法関連政府予算の合
計額は1600億円

2013年度当初予算 ５４億円、2014年度 〃 ９９０億円

１．政府予算の内訳
内閣府 ２億円（新規）
内閣官房 １３４億円（13年度 19.0億円）

「情報提供ネットワークシステム」
「情報保護評価書受付システム」
「情報提供等記録開示システム（マイ・ポータル）」

総務省 ３４７億円（ 同 27.8億円）
地方自治体 ３１１．３億円
－＞ 住民情報、税務、情報連携への対応

「個人番号付番システム」 ３１．８億円（13年度 27.5億円
番号カード発行の準備 ２．２億円
その他の準備 １．７億円

厚生労働省 ４０５億円（新規）
地方自治体 １８５．３億円
－＞ 国民健康保険、後期高齢者保険、介護保険、

障がい者福祉、児童福祉、生活保護、健康管理
国民年金、特別児童扶養手当

財務省（国税庁分） １０２億円（ 同 7.2憶円）
「法人番号システム」＆国税システムの「共通番号管理システム」

１３．５億円
既存システム（ＫＳＫ、ｅ－Ｔａｘなど）

８８．５億円
２．自治体でのシステム改修費用（２０１４年度～２０１６年度）
住民情報・税と情報連携 ７００億円
社会保障分野 ９００億円
合計 １６００億円
2014年度で、およそ５００億円を予算化する。2015年度以降１１００億円が予算化される見込みです。
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平成２６年度
総務省番号法関連予算

・総務省 ３４７億円（ 同 27.8億円）
地方自治体 ３１１．３億円
－＞ 住民情報、税務、情報連携への対応

「個人番号付番システム」 ３１．８億円（13年度 27.5億円
番号カード発行の準備 ２．２億円
その他の準備 １．７億円

・地方自治体への国庫補助金

事業費 補助率 国庫補助金
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
１．住基システム １２３．５億円 １０／１０ １２３．５億円
２．税務システム １９０．２億円 ２／３ １２６．８億円
３．統合宛名システム ４１．３億円 １０／１０ ４１．３億円
４．中間サーバ（Ｈ／Ｗ）１９．７億円 １０／１０ １９．７億円

（注２）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

計 ３７４．７億円 ３１１．３億円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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平成２６年度
厚労省番号法関連予算

・厚生労働省 ４０５億円（新規）

地方自治体 １８５．３億円

都道府県

－＞ 生活保護、障がい者福祉、児童福祉

市町村

－＞ 国民健康保険、後期高齢者保険、介護保険、

障がい者福祉、児童福祉、生活保護、健康管理

・・・ ２／３補助

国民年金、特別児童扶養手当 ・・・ 10／10補助



83

４．今、ＩＴコーディネータに期待すること

＊地方自治体にとって最大のプロジェクト案件が番号法です。

・4ヵ年にわたるプロジェクトマネージャーが求められています。

・ＩＣＴ人材育成支援とＰＩＡ支援

・自治体ベンダーとの調整支援

・ＩＣＴコスト抑制へ向け調達支援とＳＬＡ契約支援

・自治体クラウド推進支援

・その他支援

－＞ ＣＩＯ補佐官の役割を！
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参考

○「平成２５年度総務省事業 eラーニング 自治体クラウド・情報連携推進市のための研修」
http://c.ncnavi.jp/lgc/index.html

自治体クラウドポータルサイト（総務省）
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/）

「自治体クラウドで行政が変わる」（総務省）
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000153859.pdf）

自治体クラウド移行に向けて
「地方公共団体におけるクラウド導入の取組み」（財団法人地方自治情報センター（LASDEC））

（https://www.lasdec.or.jp/cms/9,26589,21.html）
「平成23 年度自治体クラウド・モデル団体支援事業 事業実施報告書」

（熊本県錦町、宮崎県都濃町・高原町）
地方公共団体におけるASP･SaaS導入活用ガイドライン

（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei07_000026.html）
自治体クラウド開発実証事業（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-

gyousei/lg-cloud/49032.html）
自治体クラウドの運用
「自治体クラウド環境におけるセキュリティ等のリスク事項について」（株式会社三菱総合研究所）

（https://www.lasdec.or.jp/cms/resources/content/25647/Cloud_120209_3.pdf）

導入の手順 https://deli3.study.jp/
「地方公共団体におけるクラウド導入の取組み」（財団法人地方自治情報センター（LASDEC））

https://www.lasdec.or.jp/cms/9,26589,21.html
自治体クラウドにおける各種詳細情報

自治体クラウドポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/index.html
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ご清聴を感謝申し上げます。

行政情報研究所 所長
ＮＰＯ法人）市民と電子自治体ネットワーク 代表理事

http://homepage2.nifty.com/npoais/
電子自治体推進パートナーズ 会長
http://cloud.chiikikagaku-k.co.jp/

諸橋 昭夫
ugi47372@nifty.com



自治体はITCの手助けを必要としている！

番号制度の現状

END

平成26年３月１５日（土）

電子自治体推進パートナーズ 会長
ＮＰＯ法人）市民と電子自治体ネットワーク 代表

諸橋 昭夫

番号制度導入に向けてのITC実践セミナー
ＩＴコーディネータ実務研究会


